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  １ 計画策定の経過 

年 月 日 項  目 内  容 

令和元年 

９月 30日 

令和元年度 

第１回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画の策定

について 

２ みんながつながる地域福祉プラン（第

３次寝屋川市地域福祉計画）における令

和元年度の取組について 

３ 成年後見制度の利用促進に関する取

組について 

４ 寝屋川市福祉のまちづくりひろばに

ついて 

令和元年 

10月 11日～ 

11月 29日 

第４次寝屋川市地域福祉計画策定のための市民・団体アンケート調査の実施 

令和元年 

12月 23日 

令和元年度 

第２回寝屋川市地域福祉計画推

進委員会 

１ 第４次地域福祉計画策定のためのア

ンケート調査結果中間報告 

２ 第３次寝屋川市地域福祉計画の平成

30年度の取組について 

令和２年 

８月 19日 

令和２年度 

第１回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画策定に

ついて 

２ 地域福祉計画の見直しに向けたアン

ケート調査等の結果について 

３ 第３次寝屋川市地域福祉計画の柱ご

との現状・課題のまとめについて 

４ 第４次寝屋川市地域福祉計画 施策

体系案について 

令和２年 

９月 30日 

令和２年度 

第２回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 地域福祉計画に包含する行政計画に

ついて 

２ 第４次寝屋川市地域福祉計画（検討

案）について 

令和２年 

11月 17日 

令和２年度 

第３回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画【案】に

ついて 

令和３年１月 

（書面開催） 

令和２年度 

第１回寝屋川市社会福祉審議会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画【素案】

について 

令和３年 

２月１日～ 

２月 28日 
パブリック・コメント手続の実施 

令和３年 

３月 17日 

令和２年度 

第４回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画につい

て 
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  ２ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則（平成 25 年寝屋川市規則第 16 号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例（昭和39年寝屋川市条例第27号）

第３条の規定に基づき、寝屋川市地域福祉計画推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員 15人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 公募による市民 

⑵ 学識経験を有する者 

⑶ 寝屋川市の区域内（以下「市内」という。）において高齢者福祉活動を行う団体の構成員 

⑷ 市内において児童福祉活動を行う団体の構成員 

⑸ 市内において障害者福祉活動を行う団体の構成員 

⑹ 市内で活動するボランティア団体の構成員 

⑺ 市内において医療活動に従事する者 

⑻ 寝屋川市社会福祉協議会の構成員 

⑼ 民生委員法（昭和23年法律第198号）第３条及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第16条

第１項の規定により寝屋川市の区域に置かれた民生委員・児童委員 

２ 委員の任期は、２年以内で、市長の定める期間とし、再任されることができる。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（資料の提出等の要求等） 

第６条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資

料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（報告） 

第７条 委員会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

（略） 
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  ３ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会委員名簿  （敬称略） 

令和２年８月 19日現在 

No. 資格 
委員会 

役職 
氏 名 団 体 名 等 

1 
公募による市民 

（規則第３条第１号） 

委員 中島 順一 公募による市民 

2 委員 松谷 満利子 公募による市民 

3 

学識経験を有する者 

（規則第３条第２号） 

委員長 岡田 忠克 
関西大学 学長補佐 

人間健康学部 教授 

4 委員 林堂 佳子 
弁護士法人青雲法律事務所 

弁護士 

5 委員 岸川 久美子 
岸川久美子司法書士事務所 

司法書士 

6 市内において高齢者福

祉活動を行う団体の構成

員 

（規則第３条第３号） 

委員 安藤 紘一 
寝屋川市老人クラブ連合会 

会長 

7 委員 三和 清明 
寝屋川高齢者サポートセンタ

ー運営協議会 事務局長 

8 
市内において児童福祉

活動を行う団体の構成員 

（規則第３条第４号） 

委員 園田 茂香 ＮＰＯ法人芽ばえ 理事長 

9 市内において障害者福

祉活動を行う団体の構

成員 

（規則第３条第５号） 

委員 大西 正禮 

寝屋川市障害児者福祉施設協

議会 構成組織 社会福祉法人

療育・自立センター 理事長 

10 委員 朽見 圭子 
寝屋川市障害者団体協議会 

書記長 

11 
市内で活動するボラン

ティア団体の構成員 

（規則第３条第６号） 

委員 森田 正信 
登録ボランティアグループ連絡

会 会長 

12 
市内において医療活動

に従事する者 

（規則第３条第７号） 

副委員長 伊与田 賢也 
一般社団法人 寝屋川市 

医師会 常務理事 

13 
寝屋川市社会福祉協

議会の構成員 

（規則第３条第８号） 

委員 郡  美博 
社会福祉法人寝屋川市社会

福祉協議会 副会長 

14 
寝屋川市の区域に置か

れた民生委員・児童委員 

（規則第３条第９号） 

委員 辻岡 喜久雄 
寝屋川市民生委員児童委員

協議会 会長 

※ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則第３条における規定順 
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  ４ 寝屋川市社会福祉審議会条例（平成 30年寝屋川市条例第 50号） 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という｡)第７条第１項及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第25条の規定

に基づき、寝屋川市社会福祉審議会（以下「審議会」という｡)を置く。 

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。 

（調査審議事項） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

⑴ 法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項 

⑵ 法第12条第１項の規定に基づく児童福祉に関する事項 

⑶ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第３項、第

21条第２項及び第22条第２項の規定により合議制の機関の権限に属させられた事項 

（専門分科会の設置） 

第４条 審議会に、法第12条第２項の規定により読み替えられた法第11条第１項の規定により、民

生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置くほか、法第11

条第２項の規定により、社会福祉法人の設立認可等に関する事項を調査審議するため、社会福祉

法人設立認可等審査専門分科会を置く。 

（専門分科会の組織及び運営） 

第５条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く｡)に属すべき委員及び臨時委員は、

委員長が指名する。 

２ 専門分科会ごとに専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生委員

審査専門分科会にあっては、委員）の互選によってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長

の指名する委員又は臨時委員（民生委員審査専門分科会にあっては、委員）がその職務を代理す

る。 

５ 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この項において同じ｡)において

調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、専門分科会の決議をもって審議会の決議とす

ることができる。 

（審査部会） 

第６条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185条。以下「令」という｡)第３条第１項に定めるも

ののほか、専門分科会に審査部会を置くことができる。 

２ 審議会は、審査部会（令第３条第１項に規定する審査部会を除く。以下この項において同じ｡)

において調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決

議とすることができる。 

（委員等の守秘義務） 

第７条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
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また同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

２・３ （略） 
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  ５ 寝屋川市社会福祉審議会委員名簿      （敬称略） 

令和２年 12月１日現在 

№  
委員会 

役職 
氏 名 団 体 名 等 

１ 委員長 青山 さつき 一般社団法人寝屋川市医師会 副会長 

２ 委員 岩渕 善美 平安女学院大学短期大学部保育科教授 

３ 委員 岡  庄吾 岡会計事務所 公認会計士 

４ 委員 岡  由美 寝屋川市議会 副議長 

５ 委員 北川 光昭 寝屋川市議会 議長 

６ 委員 久保田 健一郎 大阪国際大学短期大学部幼児保育学科教授 

７ 副委員長 塩見 恭平 はちかづき法律事務所 代表弁護士 

８  委員 下川 隆夫 社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会 会長 

９ 委員 辻岡 喜久雄 寝屋川市民生委員児童委員協議会 会長 

10 委員 徳岡 博巳 龍谷大学・京都ノートルダム女子大学 非常勤 

11 委員 中川 芳行 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会 会長 

12 委員 山下 英三郎 一般社団法人寝屋川市医師会 常務理事 

※ 五十音順 
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  ６ 本市の地域福祉を取り巻く現状 

（１）人口の状況 

① 年齢３区分別人口と高齢化率※の推移 

総人口は、年々減少し、令和２年４月１日現在 231,189 人となっています。また、

年齢３区分別人口構成の推移をみると、年少人口（0～14 歳）は減少しているのに対

し、老年人口（65歳以上）は増加し、高齢化率は令和２年４月１日現在 29.8％となっ

ています。 

年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市ホームページ統計資料（各年４月１日現在） 

※総人口は年齢不詳者を除く。 

② 人口ビジョン〔目標〕 

平成 28年２月に策定した「寝屋川市人口ビジョン」において、『令和 22年（2040

年）の目標人口を 20万人』としています。また、第六次総合計画の目標年次である令

和９年度（2027年度）の将来人口を「人口ビジョン」による推計人口から「22万人」

と想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市人口ビジョン  

222,739
219,653

215,025

207,156

199,438

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

令和７年 令和９年 令和12年 令和17年 令和22年

(人)

寝屋川市HP統計資料（各年度４月１日現在）

29,519 28,833 28,095 27,373 26,692

142,849 140,540 138,732 136,921 135,718

66,177 67,384 68,023 68,601 68,779

238,545 236,757 234,850 232,895 231,189

27.7 28.5 29.0 29.5 29.8

0.0

10.0

20.0

30.0

0

100,000

200,000

300,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（％）(人)

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 高齢化率
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（２）高齢者の状況 

① 前期高齢者、後期高齢者の推移 

高齢者人口の内訳をみると、前期高齢者（65～74歳）は年々減少しており、令和２

年４月１日現在 33,339 人となっています。一方で後期高齢者（75歳以上）は年々増

加しており、令和２年４月１日現在 35,440人となっています。 

 

前期高齢者、後期高齢者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市ホームページ統計資料（各年４月１日現在） 

 

② 介護保険第１号被保険者数の推移 

第１号被保険者数は、年々増加しており、令和元年度末現在 68,808 人となってい

ます。 

 

介護保険第１号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料 介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

 

  

介護保険事業状況報告（各年度３月31日現在）

66,227 67,398 68,031 68,598 68,808

0

20,000

40,000

60,000
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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42.9
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47.5
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60.0

0

20,000

40,000

60,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（％）(人)

前期高齢者 後期高齢者 前期高齢化比率 後期高齢化比率
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③ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、年々増加しており、令和元年度末現在 12,767 人とな

っています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料 介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

 

 

④ 地域包括支援センター相談件数の推移 

地域包括支援センター相談件数は、平成 29年度まで年々増加していましたが、平成

30年度以降減少しており、令和元年度では 5,671件となっています。 

 

地域包括支援センター相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括支援センター事業報告書（各年度末現在） 

 

  

介護保険事業状況報告（各年度３月31日現在）

1,686 1,716 1,679 1,923 1,937

1,907 1,936 1,859 2,033 1,937

1,711 1,719 1,899 1,954 1,932

2,154 2,267 2,325 2,313 2,378
1,494 1,546 1,692 1,721 1,789
1,360 1,419 1,489 1,501 1,5631,082 1,080 1,162 1,165 1,231
11,394 11,683 12,105 12,610 12,767 

0

5,000

10,000

15,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)

地域包括支援センター事業報告書

6,151 6,237 6,345
5,890 5,671

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(件)

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５
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⑤ 老人クラブ会員数及び団体数の推移 

老人クラブ会員数及び団体数は、会員数、団体数ともに減少傾向となっており、令和

２年４月 1日現在、会員数が 9,029人、団体数が 123団体となっています。 

 

老人クラブ会員数及び団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

  

市老連提供　会長・役員名簿（各年度４月１日現在）

10,362 10,134 9,670 9,341 9,029

130 130 128 125 123 

0

50
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150

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（団体）(人)

老人クラブ会員数 老人クラブ団体数
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（３）障害のある人の状況 

① 身体障害者手帳所持者数の推移 

等級別の身体障害者手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、１級の手帳所持者数が

2,719 人で最も多く、次いで４級の手帳所持者数が 2,209 人となっています。また、

５級、６級等の手帳所持者数は増加傾向にあり、１～４級の手帳所持者数は減少傾向に

あります。 

 

身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在） 

 

② 療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、A判定の手帳所持者数が 1,132 人で

最も多く、次いで C 判定の手帳所持者数が 1,032人となっています。また、いずれの

判定の手帳所持者数も年々増加しています。 

 

療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在）  

障害福祉課管理資料（各年４月１日現在）

2,732 2,760 2,770 2,710 2,719

1,454 1,413 1,393 1,360 1,339

1,530 1,488 1,483 1,492 1,463

2,336 2,343 2,338 2,290 2,209

593 610 660 685 718
597 620 646 682 691

9,242 9,234 9,290 9,219 9,139 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(人)

障害福祉課管理資料（各年４月１日現在）

1,014 1,037 1,055 1,093 1,132

460 476 485 491 508

751 828 901 953 1,032

2,225 
2,341 2,441 2,537 

2,672 

0

1,000

2,000

3,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(人)

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級等

A判定 B判定 C判定
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③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、２級の手帳所持者数が 1,501

人で最も多く、次いで３級の手帳所持者数が 726 人となっています。また、３級の手

帳所持者数は増加傾向にあり、１級の手帳所持者数は減少傾向にあります。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在） 

 

④ 障害者基幹型相談支援センター相談件数の推移 

障害者基幹型相談支援センターの相談件数は、令和元年度末現在 14,988 件となっ

ています。 

 

 

障害者基幹型相談支援センター相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課資料（各年度末現在） 

 

  

障害福祉課管理資料（各年度３月31日現在）

14,359

17,054

14,988

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

(件)

障害福祉課管理資料（各年４月１日現在）

226 190 181 162 158

1,506 1,579 1,637
1,461 1,501

430 494 554
613

726

2,162 
2,263 

2,372 
2,236 

2,385 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(人)

１級 ２級 ３級
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（４）生活保護の状況 

① 生活保護世帯数、生活保護人員の推移 

生活保護世帯数は、増加傾向となっており、令和元年度では 5,437 世帯となってい

ます。一方、生活保護人員の推移は減少傾向となっており、令和元年度では 7,205 人

となっています。 

 

 

生活保護人員、生活保護世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保護課資料（福祉行政報告） 

 

 

 

 

 

  

5,338 5,373 5,388 5,448 5,437

7,510 7,362 7,250 7,253 7,205

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

2,000

4,000

6,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(人)(世帯)

生活保護世帯数 生活保護人員
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（５）地域活動団体等の状況 

① 自治会数・自治会加入率の推移 

自治会数は、平成 30 年以降、横ばいで推移しており、令和２年４月１日現在 200

団体となっています。また、自治会加入率の推移をみると、緩やかに減少傾向となって

おり、令和２年４月１日現在 86.3％となっています。 

 

自治会数・自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動振興室資料（各年４月１日現在） 

 

② ＮＰＯ法人数の推移 

ＮＰＯ法人数は、横ばいで推移しており、令和元年度末現在67団体となっています。 

 

 

ＮＰＯ法人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動振興室資料（各年度末現在） 

  

198 199 200 200 200

89.6 87.9 88.1 86.9 86.3 

0.0
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80.0

100.0

0
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100
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200

250

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(％)(団体)

市民活動振興室管理資料（各年３月31日現在）

65 66 67 68 67

0

20

40

60
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(団体)

自治会数 自治会加入率
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③ 社会福祉協議会のボランティア登録数の推移 

社会福祉協議会登録ボランティア団体数は、50 団体前後で推移しており、令和元年

度では 51団体となっています。また、登録人数は減少傾向となっており、令和元年度

では 37人となっています。 

 

ボランティア登録数の推移 

 

単位：団体、人 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

ボランティア団体数 
55 

（1,438人） 

55 

（1,331人） 

52 

（1,133人） 

55 

（1,201人） 

51 

（1,017人) 

ボランティア登録人数 43 42 48 48 37 

資料：社会福祉協議会事業報告書（各年度末現在） 

 

 

④ ＣＳＷ相談件数の推移 

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）とは、様々な生活の困りごとのために、

福祉的な支援が必要な人への相談・支援を地域に密着して行う役割の人を言います。Ｃ

ＳＷ相談件数の推移は、増減を繰り返しながらも増加傾向となっており、令和元年度で

は 982件となっています。（社会福祉協議会：ＣＳＷの人数７人） 

 

 

ＣＳＷ相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉協議会事業報告書（各年度末現在） 

 

 

  

社会福祉協議会事業報告書

908

665

1,035

832

982

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(件)
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⑤ こども相談窓口相談件数の推移 

こども相談窓口相談件数は、平成 30年度まで年々増加し、令和元年度は、1,791件

となっています。 

 

こども相談窓口相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こどもを守る課資料（福祉行政報告）（各年度末現在） 

 

 

⑥ 民生委員・児童委員の人数の推移 

民生委員・児童委員の人数は、平成 30年まで年々増加していましたが、令和元年の

一斉改選を機に減少し、令和２年４月１日現在326人となっています（定数355人）。 

 

民生委員・児童委員の人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉総務課資料（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

  

福祉総務課管理資料（各年４月１日現在）
331 336 343 340 326
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
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社会福祉協議会事業報告書
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⑦ 福祉基金への寄附件数及び金額の推移 

 

福祉基金への寄附件数と金額の推移 

 
単位：件、円 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

寄附件数 3 4 8 23 78 

寄付金額 306,908 82,276 80,000 205,439,481 1,469,832 

資料：福祉総務課資料（各年度５月 31日現在） 

 

（６）医療費の状況 

① 国民健康保険医療費及び健康保険医療費の推移 

国民健康保険の一人当たりの医療費は、一般被保険者、前期高齢者ともに年々増加し

ており、令和元年度では一般被保険者が 400,052 円、前期高齢者が 587,319 円と

なっています。また、健康保険の一人当たりの医療費（後期高齢者）の推移をみると、

増減を繰り返しながら減少傾向となっており、令和元年度では 1,016,102円となって

います。 

 

 

国民健康保険医療費及び健康保険医療費の推移 

 
単位：円 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

国民健康保険 
一人当たりの医療費
（一般被保険者） 

355,949 366,961 375,140 381,911 400,052 

国民健康保険 
一人当たりの医療費
（前期高齢者） 

550,906 558,339 558,730 562,387 587,319 

健康保険 
一人当たりの医療費 

（後期高齢者） 

998,968 972,768 1,014,208 997,002 1,016,102 

資料：国民健康保険事業状況報告書（事業年報）   

大阪府後期高齢者広域連合市町村ホームページ 
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  ７ アンケート調査からみる地域福祉の現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

本調査は、第４次寝屋川市地域福祉計画の策定にあたり、基礎資料を得ることを目的

として実施したものです。 

 

② 調査対象 

市民調査：寝屋川市在住の 18歳以上の市民 

団体調査：寝屋川市内で地域福祉に関わる活動や事業を行っている団体 

 

③ 調査期間 

令和元年 10月 11日から令和元年 11月 29日まで 

 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

 有効配布数 有効回収数 有効回収率 

市民 2,996 通 1,429 通 47.7％ 

団体 597通 328通 54.9％ 
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（２）市民調査結果（抜粋） 

① 市の福祉に関する情報の取得先 

「市の広報誌」の割合が 79.6％と最も高く、次いで「自治会の回覧板」の割合が

33.7％、「インターネット」の割合が 16.9％となっています。 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ「社会福祉協議会その他福祉団体の広報誌」

「自治会の回覧板」「新聞、テレビなど」の割合が、年齢が低くなるにつれ「インターネ

ット」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 近所の人との交流の頻度（回答者自身） 

「あいさつをする程度」の割合が 52.8％と最も高く、次いで「道などで会えば親し

く話をする人がいる」の割合が 50.5％、「困ったときには相談したり助けあう人がいる」

の割合が 33.1％となっています。 

平成 27年度と比較すると、「あいさつをする程度」「ほとんど（全く）つきあいはな

い」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

あいさつをする程度

道などで会えば親しく話をする
人がいる

困ったときには相談したり助け
あう人がいる

家を行き来するような親しい人

がいる

ほとんど（全く）つきあいはない

無回答

52.8

50.5

33.1

24.1

13.2

3.1

0.0

30.9

50.6

33.1

25.9

5.9

4.1

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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％

困っていることがない

暮らし向き（経済的な状況）がよ
くない

力仕事や屋外の掃除などに不
自由を感じている

隣近所とのコミュニケーションが
取れていないと感じている

倒れてしまったときなどに、気づ
いて対応してくれる人がいない

病気になったり急な用事ができ
たときに支えてくれる人がいな
い

外出のときの移動が大変である

近所の人などとのつきあいが難
しい

自分や家族に介護が必要で、
負担が大きい

日常の買物（食料品、日用品な
ど）に不自由を感じている

食事の支度や掃除、洗濯など
の日常の家事に不自由を感じ
ている

話し相手や相談相手がいない

災害時に自分で避難することが
難しく、支えてくれる人もいない

さまざまな活動を行っていく場
所がない

子育ての負担が大きい

いじめや虐待、権利を侵害され
る扱いを受けている

その他

無回答

17.0

12.0

11.1

11.0

10.6

9.3

7.4

7.1

6.5

5.9

5.4

5.3

4.9

4.1

3.8

1.3

2.4

44.1

0.0

55.0

10.5

8.8

8.6

8.7

7.0

6.8

5.1

4.3

3.8

7.2

3.8

3.2

1.2

1.0

12.5

0 20 40 60

－ 

－ 

 

③ 日常生活で困っていること 

「困っていることがない」の割合が 17.0％と最も高く、次いで「暮らし向き（経済

的な状況）がよくない」の割合が 12.0％、「力仕事や屋外の掃除などに不自由を感じて

いる」の割合が 11.1％となっています。 

平成 27年度と比較すると、「困っていることがない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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④ 福祉、介護、子育てなどに関する困りごとの相談先 

「家族や親族」の割合が 76.4％と最も高く、次いで「寝屋川市の公的な相談窓口」

の割合が 39.2％、「友人や知人・職場の同僚」の割合が 34.1％となっています。 

平成 27年度と比較すると、「民生委員や福祉委員」「どこに相談すればよいか、わか

らない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)

％

家族や親族

寝屋川市の公的な相談窓口

市・府などの公的な相談窓口

友人や知人・職場の同僚

地域包括支援センター（高齢者

の総合相談窓口）

医療機関（病院・診療所など）や

薬局

近所の人

福祉の施設やサービス提供事

業所

大阪府の公的な相談窓口

学校・幼稚園・保育所（園）・認

定こども園

障害者・障害児の相談支援事

業所

地域子育て支援拠点（地域子

育て支援センター・つどいの広

場）

社会福祉協議会

まちかど福祉相談所（住民が中

心の地域の相談窓口）

子育て世代包括支援センター

その他

どこに相談すればよいか、わか
らない

相談できる人（ところ）はない

だれか（どこか）に相談したいと

は思わない

無回答

民生委員や福祉委員

76.4

39.2

－

34.1

18.8

17.2

10.5

9.2

7.5

5.5

4.4

4.0

3.6

3.6

2.3

1.5

1.5

1.6

0.6

1.4

2.1

0.0

71.9

－

38.0

33.2

17.4

18.9

11.2

11.5

13.4

－

5.6

2.9

－

4.7

2.7

－

0.8

8.2

1.6

1.7

6.6

0 20 40 60 80 100
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⑤ 福祉に関する活動への参加状況 

全ての福祉活動において「参加したいとは思わない」の割合が高くなっています。

次いで「今後、参加者として参加してみたい」の割合が高くなっています。 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（（件
） 

１ 

運
営
ス
タ
ッ
フ
と

し
て
参
加
し
て
い
る 

２ 

参
加
者
と
し
て
参

加
し
て
い
る 

３ 

今
後
、
運
営
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
参
加
し
て

み
た
い 

４ 
今
後
、
参
加
者
と

し
て
参
加
し
て
み
た
い 

５ 

参
加
し
た
い
と
は

思
わ
な
い 

無
回
答 

①自治会、地域協働協議会、校区福祉委員

会（サロン）などの身近な地域での福祉活動 
1,429 3.6 5.7 2.1 16.6 41.8 31.4 

②ボランティア、ＮＰＯなどの団体での福祉

活動 
1,429 2.2 2.0 2.4 14.8 43.8 35.4 

③同じ福祉ニーズや課題をもつ人どうしの

当事者活動 
1,429 0.7 1.3 1.5 15.2 40.7 41.1 

④その他 1,429 0.3 0.3 0.1 1.1 10.6 87.6 

⑤特にない 1,429 1.0 0.5 0.4 2.3 17.1 79.8 
 
 

⑥ 福祉に関する活動に参加していない、または、参加しない理由 

「仕事のため時間がとれない」の割合が 45.9％と最も高く、次いで「健康や体力に

自信がない」の割合が 25.5％、「人間関係などがわずらわしい」の割合が 19.3％と

なっています。 
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⑦ 市民が福祉に関する活動にもっと参加するために“特に効果的”だと思う取組 

「気軽に参加できる活動を増やす」の割合が41.1％と最も高く、次いで「多様な活

動の情報を提供する」の割合が33.6％、「活動について気軽に相談できる窓口を増や

す」の割合が25.3％となっています。 

平成27年度と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

気軽に参加できる活動を増やす

多様な活動の情報を提供する

活動について気軽に相談できる
窓口を増やす

参加を呼びかける取組を充実
する

一定の報酬が得られる活動を
増やす

知識や技術を身につける研修を
増やす

一緒に活動する仲間やグルー
プをつくる

活動拠点の確保や資金の援助
を充実する

活動の立ち上げへの支援を充
実する

活動のリーダーを増やす

その他

特にない、または、わからない

無回答

41.1

33.6

25.3

18.5

16.9

15.2

11.3

10.6

8.0

5.5

1.8

20.9

9.9

0.0

41.9

36.0

26.9

18.5

18.9

15.7

15.2

14.4

7.3

5.3

1.4

21.2

5.9

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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⑧ 居住地域での暮らしに関する環境への満足度 

『①高齢者が暮らしやすい環境』『③子育てしやすい環境』『⑪住まいや地域の生活

環境』で「満足」と「どちらかといえば満足」をあわせた“満足”の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

①　高齢者が暮らしやすい環境 1,252

②　障害者が暮らしやすい環境 1,062

③　子育てしやすい環境 1,048

④　相談窓口とネットワークの充実 1,035

⑤　保健や福祉に関する情報の得やすさ 1,065

⑥　健康づくりの推進や介護予防 1,066

⑦　地域活動への参加のしやすさ 1,065

⑧　地域の活動拠点の充実 1,042

⑨　子ども、障害者、高齢者の権利を守る
     環境

1,064

⑩　地域の人、団体等とのつながり 1,074

⑪　住まいや地域の生活環境 1,131

⑫　災害などに対する安全な環境 1,118

⑬　犯罪などに対する安全な環境 1,134

4.9

2.2

5.2

2.1

2.6

3.2

1.6

1.7

1.6

1.8

4.7

2.8

2.6

21.8

11.3

30.2

15.5

23.8

22.7

14.4

12.8

12.6

15.5

32.7

21.5

19.7

64.3

74.5

59.3

77.1

66.1

69.4

77.4

79.7

78.8

77.6

54

67.8

63.3

9.0

12.1

5.3

5.3

7.4

4.7

6.7

5.9

7.0

5.1

8.6

8.0

14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 どちらかといえば満足 どちらともいえない 不満
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（３）団体調査結果（抜粋） 

① 活動を行う上で、困っていること・課題 

「新しいメンバーが入らない」の割合が37.2％と最も高く、次いで「リーダー（後

継者）が育たない」の割合が28.7％、「活動資金が足りない」、「特にない」の割合が

17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活動を通して地域における地域福祉に対する意識の高まりの有無 

「どちらかといえば高まっている」の割合が50.3％と最も高く、次いで「どちらか

といえば高まっていない」の割合が17.4％、「高まっている」の割合が12.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高まっている どちらかといえば高まっている

どちらかといえば高まっていない 高まっていない

無回答

回答者数 =

　 328 12.5 50.3 17.4 8.5 11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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  ８ 用語説明 

 あ行  

〇エッセンシャルワーカー 

医療福祉関係、保安関係、運輸交通関係、小売、販売業、教育、保育関係、公共イン

フラ関係など、人が社会生活をするうえで必要不可欠なライフラインを維持する仕事の

従事者をいいます。 

 

 か行  

○介護保険制度 

高齢者の介護を社会全体で支えることを目的として平成 12年（2000年）に創設さ

れた制度のことです。介護が必要な高齢者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに

係る給付を行います。 

 

○協働 

市民、行政その他のまちづくりに関わる様々な立場の人が、お互いに尊重し合い、そ

れぞれの役割及び責任を分担し、対等な立場で協力して、ともに活動することです。 

 

○校区福祉委員会 

「福祉のまちづくり」を進めることを目的に、自治会、民生委員児童委員協議会、子

ども会、ＰＴＡ、ボランティアなどで構成され、小学校区ごとに結成されている住民主

体の福祉活動組織です。高齢者、障害者、子どもなどへの見守り・声かけ活動、ふれあ

いサロン活動、身近な相談活動などを通じ、地域の身近な福祉問題の発見や解決に取り

組んでいます。 

 

〇更生保護団体 

犯罪をした人や非行をした少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を

防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けるボランティア

団体です。 

 

〇更生保護サポートセンター 

更生保護団体が、地域の関係機関・団体との連携や、非行防止相談などの更生保護活

動を行うための拠点施設です。 
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○高齢化率 

65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。高齢化率が７％～14％の社会

を高齢化社会、14％～21％の社会を高齢社会、21％以上の社会を超高齢社会といい

ます。 

 

○コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

様々な生活の“困りごと”のために福祉的な支援が必要な人への相談・支援を、地域

に密着して行う専門職です。本市では、寝屋川市社会福祉協議会に配置され、地域資源

の掘り起こしや新しい仕組みづくりを行っています。 

 

○孤立死 

一人暮らしや高齢者だけで生活している世帯などで、地域から孤立した状態で亡くな

ることをいい、「孤独死」と呼ばれることもあります。 

 

 さ行  

○社会福祉協議会（社協） 

社会福祉法で「地域福祉を推進する団体」と位置付けられ、住民、福祉の専門機関・

団体、当事者団体、関連分野の団体などが参加・参画し、誰もが安心して暮らせるまち

づくりを目指す、公共性と自主性をもつ民間の福祉団体です。都道府県及び市町村に設

置され、校区福祉委員会活動、ボランティア活動、福祉教育の推進、生活困窮者への支

援など、地域の福祉力を高める様々な事業を行っています。 

 

○重層的な支援体制 

令和２年６月に改正された社会福祉法において、既存の相談支援等の取組を生かしつ

つ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、市町村が行う相談支援、

参加支援、地域づくりに向けた重層的な支援について規定が設けられました。 

 

〇自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に、早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。生活困窮者

の抱えている課題を適切に評価・分析（アセスメント）し、その課題を踏まえた「自立

支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実

施状況の確認なども行います。 
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○生活困窮者 

経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人や、経

済的困窮に限らず障害や精神疾患、ひきこもり、家族関係の問題など何らかの理由によ

り社会から孤立し生きづらさを抱えている人も含みます。 

 

○生活困窮者自立支援制度 

市や民間団体が緊密な連携体制をとり、生活困窮者に対して、地域における福祉・就

労・教育・住宅その他の自立に向けた支援を行うことです。 

 

○生活支援コーディネ-ター 

「地域支え合い推進員」とも呼ばれています。高齢者の生活支援・介護予防サービス

の体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす専門職のことです。 

 

○成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための

制度のことです。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに

行う後見人等を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを

取り消すことができるようにするなど、本人を不利益から守る制度のことです。 

 

 た行  

○ダブルケア 

「介護」と「子育て」といったように、家族や親族など複数のケアを同時に行う必要

がある状況のことです。近年、晩婚化・晩産化等を背景に、育児期にある者（世帯）が

親の介護も同時に担うことの問題が指摘されています。子育てや介護は精神的、体力的

な負担が大きく、また誰に相談してよいか分からず、問題を当事者だけで抱え込みがち

になるため、新たな支援が必要となっています。 

 

○地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく社会のことです。平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」

において地域共生社会の実現が盛り込まれており、今後の福祉改革を貫く「基本コンセ

プト」と位置付けられています。 



 

55 

 

○地域協働協議会 

地域ニーズに応じたまちづくりを担うとともに、様々な地域課題の解決に向けた活

動・事業に取り組む、小学校区を単位として設立された、地域団体や住民によるネット

ワーク型組織です。 

 

○地域子育て支援拠点 

就学前の子どもとその保護者、妊婦が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを

相談できる場をいいます。地域の子育て関連情報の提供、子育てに関する講座などを実

施しています。 

 

○地域生活課題 

福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要

介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の

軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福

祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要

とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上

での各般の課題です。 

 

○地域就労支援センター 

就労が困難な方を対象に、コーディネーターによる就労相談を行っています。 

 

○地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、重度な要介護状態となっても、

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

ような地域の包括的な支援・サービス提供体制であり、そのために、生活支援、介護、

医療、住まい等が一体的に提供される仕組みを構築するものとされています。 

 

○地域包括支援センター 

高齢者の総合相談窓口として、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー等の専門ス

タッフが、公正・中立な立場での総合相談や支援、権利擁護や介護予防の推進、包括的

かつ継続的なサービス提供のためのネットワークづくり等を行います。また、地域包括

ケアを進めるうえでの中核機関としての役割を担い、保健、福祉、医療の関係機関や地

域住民等が連携、協力する地域づくりを推進します。 
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 な行  

○日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人に、福祉サービ

スの利用に関する情報提供、手続きの援助、利用料の支払いや、日常的な金銭管理を行

うことで、地域で安心して暮らすことができるように支援する取組のことです。 

 

○認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生

活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態のことで

す。 

 

 は行  

○ひきこもり 

「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（厚生労働省、平成 22年５月 19

日公表）で定義される「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非

常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたって

概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出は除く）を指す現象

概念」のことです。 

 

○避難行動要支援者 

災害時に自ら避難することが著しく困難であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに支援を要する人です。 

 

○避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者に対し、平常時から地域の関係者に名簿

を提供し、日頃の見守りや災害時への避難支援、安否確認等を実施するための名簿です。 

 

○福祉避難所 

台風などの風水害や地震、その他の災害が発生した場合、必要に応じて特別な配慮を

必要とする高齢者や障害者を避難させることを想定した避難所のことです。 

 

 ま行  

○民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボ

ランティアとして地域住民の立場に立って相談に応じ、福祉事務所など関係機関への橋

渡しなど必要な支援活動を行っています。また、民生委員は児童委員も兼ねることとさ
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れており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や心配ごとなどの相談・支援等も行っています。 

 

 や行  

○ヤングケアラー 

年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような

家族の介護（障害・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下

のきょうだいの世話など）をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている 18

歳未満の子どものことです。 

 

 その他  

○ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

営利を目的とせずに、市民活動や公共的な活動を行う民間組織です。 

 

○ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。「地球上の誰一

人として取り残さない」を理念に、世界中の企業や団体が将来に渡っても継続できる事

業を検討し、取り組んでいます。 

 

○ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

Domestic Violence の略称。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者か

ら振るわれる暴力のことです。家庭内暴力とも呼ばれています。配偶者からの暴力を防

止し、被害者の保護等を図ることを目的として、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律が制定されています。 

 

○８０５０問題 

引きこもりの長期化等により、本人と親が高齢化し、支援につながらないまま孤立し

てしまうことです。80 代の親と 50 代の子で、親が要介護状態に陥ると問題が表面化

することに由来します。 

 

 

 

 

 

 


